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はじめにはじめにはじめにはじめに    

－かつおぶし、削りぶしの製造に関わる方々へ－ 

 

かつおぶしや削りぶしは、日本で昔から親しまれてきた伝統的な

食品であり、日本料理で素材の美味しさを引き出す基本となるだし

の材料として用いられます。すなわち、かつおぶし製品は、わが国

の食生活に欠くことのできない食材です。 

かつおぶしや削りぶしは摂取量が少ないので、これまで食品安全

上の影響があるとは考えられていませんでした。しかし、近年、分

析化学が発達し、ごく微量に存在する化学物質の測定が可能になり

ました。その結果、食品を通じてある程度以上取り続けた場合に人

の健康に悪影響を及ぼす可能性がある、ベンゾ[a]ピレンをはじめと

する多環芳香族炭化水素類（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons、以

下｢PAHs｣という。）と呼ばれる化学物質を高い濃度で含むかつおぶ

しや削りぶしも一部あることがわかりました。 

これまで、燻製食品やバーベキューなどで直火調理した食品を食

べる頻度が高いと、食品からの PAHs 摂取量が多くなることが報告

されています。もし、PAHs を高い濃度で含むかつおぶしや削りぶし

があり、それを食べた場合には PAHs 摂取量が増え、消費者の健康

リスクを増やす可能性があります。また、何か問題が生じれば、関

係業界に経済的に大きなダメージを与える可能性があります。 

日本の食文化を支えてきたかつおぶし製品の安全性をより高める

ために必要な対策を実施することは、かつおぶし製品に関連する食

品事業者の責務です。このため、社団法人日本鰹節協会と社団法人

全国削節工業協会は、2009 年 8 月に「鰹節安全委員会」を設置し、

かつおぶし製品中の PAHs 低減対策を検討してきました（メンバー

は付録参照）。この間、当委員会は、農林水産省消費・安全局の協力

を得て、かつおぶし製品の PAHs 含有実態の把握やその生成要因の

解明に取り組んできました。 



 
 

このたび、当委員会は、農林水産省の指導・監修の下、PAHs によ

る汚染防止・低減対策のポイントとその必要性を、｢かつおぶし・削

りぶしの製造における多環芳香族炭化水素類(PAHs)の低減ガイドラ

イン（第１版）｣にとりまとめました。関係事業者の皆様におかれま

しては、かつおぶし製品の安全性を高めるために、すでに実施して

いる食品衛生上の取組に加えて、PAHs の低減のために、各工場の設

備、施設等の状況に合わせて、実行可能な範囲で具体的な対策を実

施してください。 

また、工場での取組みを確認するためのチェックシートの例をつ

けましたので、きちんと検討・対策が行われているか、確認するの

にお役立てください。 

なお、このガイドラインは、2009 年 7 月、国際食品規格を策定す

る国際的な政府間機関であるコーデックス（Codex）委員会により採

択された「燻製及び直接乾燥工程における食品の多環芳香族炭化水

素類汚染の低減に関する実施規範」の内容とも整合しています。 

 鰹節安全委員会では、かつおぶし製品関連事業者の皆様が、安全

でおいしいかつおぶし、削りぶしを消費者、食品事業者等に安定的

に提供できるよう、引き続き関係行政機関とも連携し、情報収集、

分析調査等を行っていきます。今後、新しい科学的知見が得られた

場合や有効な低減技術が開発された場合には、逐次、内容を更新し

ていきます。 

 

2013 年 3 月  

鰹節安全委員会    



 
 

かつおぶし・削りぶしの製造におけるかつおぶし・削りぶしの製造におけるかつおぶし・削りぶしの製造におけるかつおぶし・削りぶしの製造における 
多環芳香族炭化水素類（多環芳香族炭化水素類（多環芳香族炭化水素類（多環芳香族炭化水素類（PAHs）の低減ガイドライン）の低減ガイドライン）の低減ガイドライン）の低減ガイドライン 

目次目次目次目次 

1. 目的目的目的目的 ......................................................................................... 1 

2. PAHs の低減対策を実践する前にの低減対策を実践する前にの低減対策を実践する前にの低減対策を実践する前に ........................................... 1 

(1) 作業管理マニュアル（作業手順） ........................................ 1 

(2) 作業記録、作業日誌 .............................................................. 2 

(3) 自社製品中の PAHs 濃度の把握 ............................................ 2 

(4) 低減効果の検証 ..................................................................... 2 

(5) PAHs の分析 ......................................................................... 3 

3. ふし製造時のふし製造時のふし製造時のふし製造時の PAHs 低減対策低減対策低減対策低減対策 .................................................. 3 

(1) 施設及び設備の管理 .............................................................. 3 

(2) 荒節製造工程における管理 ................................................... 5 

(3) 枯節製造工程における管理 ................................................... 7 

4. 削りぶし製造時の削りぶし製造時の削りぶし製造時の削りぶし製造時の PAHs 低減対策低減対策低減対策低減対策 ........................................... 8 

(1) 施設及び設備の管理 .............................................................. 8 

(2) 削りぶし製造工程の管理 ....................................................... 8 

5. 出荷・販売時の注意点出荷・販売時の注意点出荷・販売時の注意点出荷・販売時の注意点 ........................................................... 10 

6. 技術的な指導、助言及び支援技術的な指導、助言及び支援技術的な指導、助言及び支援技術的な指導、助言及び支援 ................................................ 10 

作業管理チェックシート作業管理チェックシート作業管理チェックシート作業管理チェックシート ................................................................11 

参考資料参考資料参考資料参考資料 ........................................................................................ 13 

食品に含まれる食品に含まれる食品に含まれる食品に含まれる PAHsPAHsPAHsPAHs とはとはとはとは........................................................ 13 

ふしの製造におけるふしの製造におけるふしの製造におけるふしの製造における PAHsPAHsPAHsPAHs のののの生成要因生成要因生成要因生成要因 ...................................... 13 

削りぶしに含まれる削りぶしに含まれる削りぶしに含まれる削りぶしに含まれる PAHsPAHsPAHsPAHs ........................................................ 14 

ヒトの健康への影響ヒトの健康への影響ヒトの健康への影響ヒトの健康への影響 ................................................................... 15 

参考文献参考文献参考文献参考文献 ........................................................................................ 16 

鰹節安全委員会メンバー鰹節安全委員会メンバー鰹節安全委員会メンバー鰹節安全委員会メンバー ............................................................... 17 

 

    



1 
 

1. 目的目的目的目的    

 本ガイドラインは、かつおぶし等の魚類のふし及び削りぶしの

製造工程で、ふしへの PAHs の付着を防ぐ、ふしに付着した PAHs

を取り除く等の対策を徹底することにより、ベンゾ[a]ピレン（以

下「BaP」という。）をはじめとする有害な PAHs を低減すること

を目的にしている。ふしの表面に付着した PAHs は物理的な方法

で取り除くことも可能であるが、ふしの内部にまで入り込んだ

PAHs を取り除くことは技術的に難しいため、かつおぶし等の製造

工程においてできる限り PAHs の付着を防ぐことが基本である。 

 また、すでに HACCP（ハサップ）などの衛生管理を実施して

いる場合には、その中で PAHs を管理対象とする危害要因（ハザ

ード）の一つとして、汚染防止対策を取り入れることが望まれる。 

 

2. PAHs の低減対策を実践する前にの低減対策を実践する前にの低減対策を実践する前にの低減対策を実践する前に 

 安全な製品の製造や品質の管理・改善のためには、作業管理マ

ニュアルや作業記録、作業日誌を作成し、活用することが役立つ。

また、PAHs の低減対策をとる必要性の有無を判断するためや、実

際に行った PAHs の低減対策の効果を検証するためには、まず自

社のかつおぶし製品中の PAHs 濃度を把握することが必要である。 

 

(1) 作業管理マニュアル（作業手順） 

� 本ガイドラインを参考に、作業管理マニュアル（作業手順）を

作成・見直しする。 

従来、かつおぶしの製造工程の管理は、ベテラ

ンの職人による経験と勘によって微妙な調整に

より行われてきた。しかし、安全性を高め、高品

質で均質な製品を安定して製造するために、製造

工程上の作業手順と重要な管理点を文書化し、従

業員が確実に実施できるよう体制を整備する。 
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(2) 作業記録、作業日誌 

� 上記の作業管理マニュアルに基づいて、製造時に従業員が管理

点の状況や作業内容を作業日誌に記録する。 

� 作業記録、作業日誌は、一定期間、保管する。 

 記録を作成し、保管することで、製造管理責任者や品質管理

担当者が、一連の作業が管理マニュアル等にそって適切に実施

されたか確認できるとともに、問題発生時の対応や作業手順の

改善（作業管理マニュアルの見直し）にも役

立てることができる。記録の保管期間は、貯

蔵などによって流通が長期にわたる場合も想

定されるため、製品に応じて適切に設定する。 

 

(3) 自社製品中の PAHs 濃度の把握 

� 低減対策を実施する必要性の有無について判断するため、自社

のかつおぶし製品中の PAHs 濃度を把握する。 

通常は、BaP のみを指標物質として測定することで、PAHs

による汚染の程度を推定できる。その結果、かつおぶし製品中

の BaP 濃度が、利用可能な含有実態データにおける中央値を

大きく超えているなど、比較的高い濃度であった場合には、本

ガイドラインを参考に作業記録、作業日誌から作業工程及び作

業管理マニュアルの妥当性を点検し、その要因と低減対策の実

施を検討する。なお、BaP 濃度が低い値であった場合でも、他

のロットや製品も同様に低い傾向にあるのかどうか確認する

ため、定期的に製品中の濃度把握を実施することが望ましい。 

 

(4) 低減効果の検証 

� 低減効果を検証するため、かつおぶし製品中の PAHs 濃度を把

握する。 

PAHs の低減対策の効果を検証する場合や、その他何らかの

理由から作業手順や管理点を変更した場合にも、かつおぶし製
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品中の PAHs 濃度を把握する。 

このような検証や影響の確認を行う場合は、PAHs 濃度が高

い製品やふしの中でも濃度が高い部位（例えば荒節やその表面

部位）の BaP 濃度を測定すると濃度の変動を把握しやすい。 

 

(5) PAHs の分析 

� PAHs の分析は、信頼できる分析機関に依頼する。 

かつおぶし製品の PAHs 濃度の分析には、高速液体クロマト

グラフ-蛍光検出器（HPLC-FL）、ガスクロマトグラフ-質量分

析計（GC- MS）など高価な分析機器に加え、試料の前処理、

機器操作などを行う高度な分析技術を持った技術者が必要で

ある。そのため、自社で適切な分析ができない場合には、信頼

できる民間分析機関に依頼する。 

測定方法や測定可能な分析

機関、費用等については、必要

があれば鰹節安全委員会事務

局に相談する。 

 

3. ふしふしふしふし製造時の製造時の製造時の製造時の PAHs 低減対策低減対策低減対策低減対策 

各工場の設備、施設等の状況に合わせて、実施可能な項目を製

品ごとに確認し、最適な方法や条件を検討し、管理する。 

 

(1) 施設及び設備の管理 

� 二次汚染等の防止のため、焙乾室に蓄積した煤やタールの清掃

やセイロの洗浄を行う。 

焙乾室（焙乾庫、焚納屋等と呼

ばれるものを含む。）の天井、壁、

床等に蓄積した煤（すす）やター

ルには、PAHs が含まれている。

また、セイロ等の焙乾に用いる器
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具にも煤やタールが付着している。これらの設備、器具からの

二次汚染や異物混入の防止のため、定期的に焙乾室やセイロを

清掃、洗浄し、煤やタールを除去する。なお、清掃する際には、

従業員が煤やタールに直接触れたり、吸い込んだりしないよう

に、十分に注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

� 煤、タールの付着を減らすため、可能であれば火床と焙乾室（セ

イロ）の間にフィルター、邪魔板、遮蔽板等を設置する。 

薪の燃焼によって生じる煙は、ガス成分や、煤、タールなど

の微粒子成分からなる。この微粒子に PAHs が含まれているの

で、フィルターや邪魔板、遮蔽板等の設置によって、できるだ

けふしに付着する有害成分を含む微粒子を減らす。 

 

� 火床とセイロの間に十分な距離をとる。 

薪の燃焼だけでなく、ふしに含まれる油脂の燃焼によっても

PAHs が生成する。そのため、特にセイロの直下に火床がある

場合、ふしの表面が炎で炙られたり、油脂が火床に滴り落ちた

りしないように、火床とセイロの間に十分な距離をとるか、上

記と同様に邪魔板、遮蔽板などを設置する。 

かつおぶし等以外の燻製食品の製造では、発煙装置と燻製室

を分離した間接燻煙が、発煙装置が燻製室の直下にある直接燻

煙よりも PAHs 低減に効果があるとされている。しかし、かつ

おぶし等の焙乾における効果については、検証が必要である。 

 

きれいに洗浄されたセイロ 焙乾室の壁に付着したタール 



5 
 

(2) 荒節製造工程における管理 

� 焙乾用の薪は、ナラ、クヌギ、シイ、カシ等のいわゆる堅木を

使用する。 

薪の不完全燃焼によって煙中

に生成する PAHs を抑えるため、

焙乾に用いる薪は、堅木や硬木と

呼ばれる燻材に適した広葉樹を

選択する。建築廃材や薬品処理さ

れた薪、針葉樹の使用は避ける。 

 

� よく乾燥した薪を使用する。 

湿った薪は不完全燃焼となり、煙が多く発

生するが PAHs も発生しやすくなるため、受

入時や使用時に、薪の水分含量を確認する。

雨が吹き込まない場所で保管するか、カバー

を掛けて、濡れないように管理する。 

 

� 焙乾時には、薪の燃焼状態、発煙温度を管理する。 

薪の量や給気により燃焼状態を管理し、発煙温度は 425℃未

満、さらに可能であれば 340℃未満とする。また、燻煙よりも

乾燥を主目的に薪を燃やす場合、燃焼温度は 600℃以上とする。 

薪の燃焼温度、発煙温度は、煙の成分に大きく影響する。燻

製特有の香りや抗菌作用に関与しているフェノール類やその

他の芳香族の化合物は、400℃付近でリグニン等の熱分解によ

ってもっとも生成する。約 400～600℃では、これらの芳香族

の化合物が BaP などの有害な PAHs に再合成される。600℃以

上では、煙が二次燃焼するため PAHs は生成しなくなる。 

なお、薪以外の熱源による乾燥や煙の二次加熱による焙乾室

の加温が必要となる場合があることから、発煙温度を 425℃未

満とする焙乾は、製造工程上、実行可能な場合に限り行う。 

屋外に保管する場合はブルーシート等で覆う 
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� 焙乾時には、焙乾室の温度に加えて、薪の燃焼温度、発煙温度

を確認する。 

薪の燃焼温度、発煙温度は、燻

煙中の PAHs 生成を管理する上で

重要である。そのため、目視によ

る燃焼・発煙状態の確認に加えて、

高温測定が可能な非接触温度計な

ど適切な器具を用いて定期的に火

床の温度を測定し、燃焼・発煙状態

について確認する。 

 

� 過度の焙乾を防ぐため、セイロ内のふしの大きさを揃える。 

� 焙乾工程の途中で、ふしの色、匂い、固さ（叩いたときの音）、

重さなどの外観の状態に応じて、セイロ内のふしの並べ替え及

び焙乾庫内のセイロの配置換えを行う。 

これらは PAHs の低減につながるだけでなく、品質の均質化

にも寄与するため、できるだけ実施する。 

 

� ふしの内部水分の拡散を促すため、焙乾の合間に、あん蒸（焙

乾庫外の室温下でのセイロを保管・放置）をできるだけ行う。 

ふしを均一に乾燥し、総焙乾時間や焙乾回数を削減できれば、

ふしの PAHs も低減するため、ふしの状態、また季節や気象条

件に応じて、あん蒸の回数、時間を適切に確保する。 

 

� 過剰な焙乾とならないよう、ふしの状態に応じて総焙乾時間や

焙乾回数を適切に管理する。 

焙乾時間や焙乾の回数は、ふしの PAHs 濃度に影響するため、

ふしの外観の状態等に応じて、適切に調整する。 

ふしに強い燻香を付けるために、意図的に焙乾を強く行うと、

ふしの PAHs 濃度も高くなりやすいため、適度な焙乾を行う。 

安全な方法で温度を測定する 
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(3) 枯節製造工程における管理 

� 荒節表面に付着したタール層の PAHs を除去するため、裸節の

製造時には、荒節の表面を丁寧に削りとる。 

タール層には、ふし内部よりも高濃度の PAHs が含まれてい

るため、裸節製造時に品質や歩留まりへの影響を考慮しつつ、

削り包丁、グラインダー等により、タールをしっかり削り取る。 

また、PAHs は脂に溶けやすいため、焙乾工程でふしの表面

ににじみ出てきた脂肪分も、同時にしっかり削り取る。 

 

 

 

 

 

 

 

� 荒節表面の削り粉（黒粉、G粉）は、適切に管理する。 

荒節表面の削り粉には高濃度

の PAHs が含まれているほか、皮

や小骨などの異物も混入してい

るため、直接食べる用途の削りぶ

しや加工原料として使用・販売せ

ず、区分して管理する。 

 

� ふしを天日干し(日乾)する際には、交通量の多い道路の近傍や

焼却炉などの近くを避ける。 

PAHs は化石燃料の燃焼等によっても生成

し、大気中に浮遊しているため、環境由来の

汚染についてもできるだけ防止する。 

   

荒節表面の削り粉 

荒節（下）と裸節（上） ベテラン職人による手削り 
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4. 削りぶし製造時の削りぶし製造時の削りぶし製造時の削りぶし製造時の PAHs 低減対策低減対策低減対策低減対策 

各工場の設備、施設等の状況に合わせて、実施可能な項目を製

品毎に確認し、最適な方法や条件を検討し、管理する。 

なお、削りぶしからだしやエキスへの PAHs の溶出は小さいこ

とが報告されているが、PAHs を含むだし殻が食用となる場合が

あることから、その用途にかかわらず PAHs 低減対策を行う。 

 

(1) 施設及び設備の管理 

� 二次汚染等の防止のため、工場内の施設、設備を清掃する。 

ふし表面の洗浄や研磨によって生じる削り粉等には、高い濃

度の PAHs が含まれているため、二次汚染や異物の混入等を防

ぐため、ふしの洗浄工程等で使用するか

つおぶし洗浄機、ブラッシング機、かつ

おぶし削り機等の設備、器具を使用前後

に洗浄するとともに、工場内の清掃も徹

底する。 

 

(2) 削りぶし製造工程の管理 

� 貯蔵した原料ふしを天日干しする際には、交通量の多い道路の

近傍や焼却炉などの近くを避ける。 

PAHs は化石燃料の燃焼等によっても

生成し、大気中に浮遊しているため、環

境由来の汚染についてもできるだけ防

止する。 

 

� 原料ふしの受入時、加工前にふしの状態を確認する。 

原料ふしの受入時、削りぶしへの加工時には、品質、虫・か

びの発生などの異常の有無の確認に加え、荒節表面のタール層

の厚さなども確認し、洗浄、ブラッシング等の条件を決定する。 
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� 削り工程前にふしの洗浄、ブラッシング等を行う。 

荒節の表面に付着したタール層には、ふしの内部よりも高い

濃度の PAHs が含まれているため、削り工程の前にかつおぶし

洗浄機などにより、皮、小骨等の異物を除去するとともに、ふ

しの表面を一様に削り取る。 

枯節においても、ふし表面の

PAHs 濃度は内部より高いことか

ら、ブラッシング等により、かび、

皮、小骨等ともに表面を薄く削り

取る。 

 

� 洗浄・ブラッシング後は、ふしの表面が適切に削られているか、

外観等を確認する。 

表面の洗浄や削り取りが不十分な場合には、再度、洗浄、ブ

ラッシングを実施する。 

 

� 洗浄工程、ブラッシング工程で生じた、ふし表面の削り粉を含

む副産物は、適切に管理する。 

 ふし表面の削り粉や小片には高濃度の PAHs が含まれてい

るほか、異物が混入している可能性があるため、直接消費用の

削りぶしや加工原料として販売せず、区分して管理する。 

 

� ふしや削りぶしの乾燥を行う場合には、できるだけ熱交換方式

（間熱式）の乾燥機を使用する。直火式の乾燥機を使用する場

合には、完全燃焼するように管理する。 

 熱交換方式（間熱式）の乾燥機の場合には、燃焼ガスによる

PAHs の汚染はない。しかし、直火式の乾燥機の場合には燃料

ガス中に PAHs 等の有害物質が生成し、食品を汚染する可能性

があるので、完全燃焼するよう適切に管理する。 

回転式のかつおぶし洗浄機 
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5. 出荷出荷出荷出荷・販売時・販売時・販売時・販売時の注意点の注意点の注意点の注意点 

� かつおぶし製品を出荷する際は、異物の混入やその他の異常が

ないか確認する。    

� ふし表面の削り粉など製造副産物を出荷する際には、使用上の

留意点を販売先に伝える。 

 裸節の加工工程やふしの洗浄、ブラッシング工程で生じる、

ふし表面の削り粉（黒粉、G 粉など）を含む製造副産物は、通

常の削りぶしよりも PAHs を高い濃度で含む。そのため、これ

らをトッピングやふりかけなど直接食べる用途として使用・販

売すべきでない。これらを食品原料用として使用・販売する場

合には、だしやエキスの抽出用に限定するとともに、誤って直

接消費されたり、出し殻が直接消費用食品に加工されたりしな

いよう、使用時の留意点を出荷先に適切に伝える。    

    

� 国内の食品の規格、基準を満たしていることを確認する。 

 食品衛生法や JAS 法などの関連法規を満たしていることを

確認する。 

    

� （輸出する場合）輸出先国の食品の規格、基準を満たしている

ことを確認する。 

 食品中の PAHs 含有濃度に関する規制を設けている国や地

域があるため、輸出先国の関連する食品規格、基準やコーデッ

クス規格を満たしていることを確認した上で輸出する。また、

出荷先が輸出する可能性についても把握することが望ましい。 

    

6. 技術的な指導、助言及び支援技術的な指導、助言及び支援技術的な指導、助言及び支援技術的な指導、助言及び支援 

安全性の向上に関する取組みの実施は、各関連事業者の責任で

ある。PAHs の低減にあたり、技術的な指導・助言や支援が必要

な場合には、まず鰹節安全委員会事務局に相談する。必要に応じ

て、行政の協力を得ながら低減を進めていく。    
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作業管理チェックシート作業管理チェックシート作業管理チェックシート作業管理チェックシート    

    

１１１１    作業管理体制作業管理体制作業管理体制作業管理体制等の等の等の等のチェックシートチェックシートチェックシートチェックシート    

下記事項について整備・実施を確認する。 

・ 作業手順（作業管理マニュアル）を作成し、活用している。       （ 有・無 ） 

・ （作成済みの場合）作業手順の見直しを実施している。 （ 有・無 ） 

・ 作業日誌を作成し、記録している。 （ 有・無 ） 

・ 作業記録の保管期限を定めている。  （ 有・無 ） 

・ 濃度測定により自社製品の濃度を把握している。 （ 有・無 ） 

・ 低減対策の取り組み効果を確認している。 （ 有・無 ） 

・ PAHs 分析は、信頼できる機関に依頼している。 （ 有・無 ） 

 

２２２２    低減対策低減対策低減対策低減対策チェックシート（例）チェックシート（例）チェックシート（例）チェックシート（例） 

ふしの製造における PAHs 低減対策のための管理項目 ﾁｪｯｸ欄 

・ 焙乾室や器具の清掃・洗浄を定期的に実施している。  

・ 火床と焙乾室の間に、邪魔板などを設置している。  

・ 火床とセイロ（焙乾室）に十分な距離をとっている。  

・ 薪には堅木（ナラ、クヌギ、シイ、カシ等）を使用している。  

・ 建築廃材、薬品処理された薪、針葉樹は使用していない。  

・ よく乾燥した薪を用いている。  

・ 薪の燃焼状態、発煙状態を管理している。  

・ 上記の管理のために、燃焼温度、発煙温度を測定している。  

・ セイロ内のふしの大きさを揃えている。  

・ 焙乾時、ふしの状態に応じ、ふしやセイロの位置を変えている。  

・ あん蒸の回数、時間をできるだけ確保している。  

・ あん蒸は、ふしの状態、気象条件等に応じて管理している。  

・ 焙乾時間、回数は、ふしの状態に応じて管理している。  

・ 燻香付与を目的とした過剰な焙乾は行わない。  

・ 裸節は、荒節表面のタール層を丁寧に削り取っている。  

・ 荒節から削り取った表面の削り粉等は、区分して管理している。  

・ 日乾する際には、環境からの汚染がないよう管理している。  
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削りぶしの製造における PAHs 低減対策のための管理項目 ﾁｪｯｸ欄 

・ 工場内や施設、器具の清掃・洗浄を定期的に実施している。  

・ 日乾する際には、環境からの汚染がないよう管理している。  

・ 原料ふしの状態を受入時及び加工前に確認している。  

・ 削り工程の前に節の洗浄、ブラッシングを行っている。  

・ 洗浄、ブラッシング後は、ふし表面の状態等を確認している。  

・ 洗浄工程等で生じた削り粉等の副産物は区分して管理している。  

・ 削りぶしの乾燥に熱交換式乾燥機を利用している。  

・ （削りぶしの乾燥に直火式乾燥機を利用している場合） 

燃料が完全燃焼するよう適切に管理している。 

 

・   

・   

出荷・販売における管理項目 ﾁｪｯｸ欄 

・ 異物混入やその他異常がないか、確認している。  

・ ふし表面の削り粉等の副産物（黒粉、G 粉など）は、直接食べる

用途に販売していない。 

 

・ ふし表面の削り粉等の副産物（黒粉、G 粉など）をだし、エキス

用に出荷する際には、使用上の留意点を販売先に伝えている。 

 

・ 国内の関連法規を遵守していることを確認している。  

・ 出荷先が、輸出する可能性について把握している。  

・ （輸出する場合）輸出先国の食品の規格基準を把握している。  

・ （輸出する場合）輸出先国の食品の規格基準を満たしている。  

・   

・   

 

（注意点） 

• これらの項目は、PAHs 低減対策に関係する管理項目の一例であ

る。それぞれの目的についてはガイドライン本文を確認する。 

• 製造施設や製造条件などの違いにより、管理項目、管理内容は事

業者毎に異なる。そのため、チェックシートの各項目は、ガイド

ラインを参考に、適宜、追加・削除・変更する。 
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参考資料参考資料参考資料参考資料    

食品に含まれる食品に含まれる食品に含まれる食品に含まれる PAHs とはとはとはとは 

PAHs とは、炭素と水素原子からなる六角形の

亀の甲状構造を持つ芳香環（ベンゼン環）が、そ

れぞれ六角形の１辺または複数の辺で接している化合物の総称で、

数百種類あるとされています。これらの化合物は、有機物質の不完

全な燃焼や熱分解、または各種の工業過程で生成されます。 

食品に含まれる代表的な PAHs としては、ベンゾ[a]ピレン（BaP、

「ベンツピレン」と呼ばれる場合もある。）がよく知られています。

BaP などの PAHs は食品を焼く、炙るなどの調理の過程や乾燥・加

熱などの製造過程で生成されるので、肉・魚介類の燻製、直火で調

理した肉、植物油、穀類製品などに含まれます。 

このほか、化石燃料の燃焼による大気汚染や原油流出事故等によ

る海洋汚染などが原因で、環境中にも PAHs が存在しており、この

ことで食品が汚染される場合もあります。 

 

ふしの製造におけふしの製造におけふしの製造におけふしの製造におけるるるる PAHs の生成要因の生成要因の生成要因の生成要因 

ふしに含まれる PAHs のほとんどは、魚介類の焙乾工程で薪を燃

焼する際に発生する燻煙に由来します。木材に大量に含まれるリグ

ニン等が燃焼時の高温で分解、再合成されることで煙中に PAHs が

生成し、放出されると考えられています。 

薪の燃焼温度が約 400℃以上になると BaP など有害性の高い

PAHs の生成が増え、燃焼温度が約 400℃未満では有害性の高い

PAHs の生成は少ないこと、600℃以上の温度で完全燃焼した場合に

は PAHs はほとんど生成しないことが知られています。PAHs は、

燻煙に直接触れるふしの表面に主に付着しており、燻煙の時間が長

いほどその付着する量は多くなります。例えば、荒節の場合には、

ふしに含まれる PAHs の多くは表面のタール分に存在しています。

また、PAHs は脂には溶けやすく、水には溶けにくい性質があるため、

ふしの中でも脂が多い部位に蓄積しやすいと考えられます。 
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削りぶしに含まれる削りぶしに含まれる削りぶしに含まれる削りぶしに含まれる PAHs 

 農林水産省が 2008 年度に実施した 16 種類の PAHs（BaP など毒

性が高いものを含む。）を対象とした含有実態に関する予備調査によ

ると、市販されているかつお、まぐろ、さば等の削りぶしに含まれ

る BaP の濃度は下表のとおりでした。 

この予備調査では、荒節表面の削り粉（業界用語で「G 粉」、「黒

粉」等と呼ばれるもの）を主原料とする特殊な削りぶし（粉）中の

BaP 濃度は、他の全ての削りぶしと比べて著しく高い値でした。 

表：削りぶし製品中のベンゾ[a]ピレン含有濃度 （単位：µg/kg） 

品名 調査点数 最小値 中央値 最大値 平均値 

かつおかれぶし削りぶし 10 6.8 25 36 23 

かつお削りぶし 11 8.1 36 44 30 

その他の削りぶし

※ 28 0.16 22.5 58 24 

G 粉・黒粉  1 - - 200 - 

※その他の削りぶし：ソウダガツオ、イワシ、サバ、ムロアジなどを原料と

する雑ぶしの削りぶし及び混合削りぶし 

（データ出典）平成 20 年度有害化学物質リスク管理基礎調査事業（加工食品

中の多環芳香族炭化水素含有実態調査）（農林水産省消費・安全局） 

また、削りぶしについては、16 種類の PAHs の総濃度に対する

BaP 濃度の比率がほぼ一定であり、BaP は PAHs 汚染の指標となる

ことがわかりました。 

なお、日本では、食品中の PAHs の含有濃度の上限に関する規制

はありませんが、諸外国では燻製食品や油脂の含有量に基準値を設

定している場合もあります。そのため、かつおぶし製品やかつおぶ

し製品を原材料に含む製品の輸出に際しては、輸出先国の基準値に

適合するように製造する必要があります。 
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ヒトの健康への影響ヒトの健康への影響ヒトの健康への影響ヒトの健康への影響    

ヒトが PAHs を体内に取り込む経路はさまざまで、喫煙者ではタ

バコを吸うこと、非喫煙者では食品を食べることが主なものです。

さらに、PAHs による大気汚染がある地域では、汚染された空気を吸

い込むこともその１つです。 

PAHs による重要な毒性は、発がん性であると考えられています。

国際がん研究機関（IARC）は 60 種の PAHs の発がん性の有無を評

価し、ベンゾ[a]ピレンについては、ヒトに対する発がん性がある物

質（Group 1）、ジベンゾ[a, h]アントラセン、シクロペンタ[c,d]ピレ

ン及びジベンゾ[a,l]ピレンの 3 種の PAHs については、ヒトに対し

ておそらく発がん性がある物質（Group 2A）などと分類しています 。 

 食品に含まれる PAHs による健康への影響については、食品添加

物や汚染物質等の国際的なリスク評価機関である FAO/WHO 合同食

品添加物専門家会合（JECFA）が 2005 年に評価を行っています。

JECFA は、食品を通じてヒトの体内に入る BaP の推定摂取量と動

物実験における発がん性が一定の割合で増加する BaP 摂取量から、

通常の食生活におけるヒトの健康リスクを推定した結果、食品中の

PAHs による健康への懸念は小さいと結論しました。 

 ただし、燻製食品や直火調理した食品をよく

食べる人の場合は、PAHs の摂取量が普通の人

よりも多くなってしまいます。燻製食品などに

ついては製造工程を適切に管理すれば食品の

PAHs 汚染を小さくできることから、コーデッ

クス委員会ではこれらの食品製造時に PAHs

による汚染低減のための実施規範を作成しま

した。 

（用語解説）（用語解説）（用語解説）（用語解説）HACCPHACCPHACCPHACCP（ハサップ）（ハサップ）（ハサップ）（ハサップ）とはとはとはとは    

 Hazard Analysis Critical Control Point の頭文字を取った用語で、

食品の原料の受け入れから製造・出荷までのすべての工程において、

あらかじめ危害要因を予測し、その発生を防止するための重要ポイ

ントを継続的に監視・記録する衛生管理手法のこと。  
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